










研究目的

　小児慢疾患の綜合的ケアに対する社会的要求度は近年益々強まりつゝある。

しかし,現実の状態はそれに対して充分に応えているとはいゝ難い。

　一方では,医療,教育,福祉のそれぞれの分野では,例えば小児医療,保健の面

では慢性疾患の研究治療,諸種の検診が,教育の分野では,障害児教育の振興,一

部府県での昭和 54 年度の障害児を含めての全員義務化への取組みが,また福祉

の分野では児童手当,障害児,小児慢性疾患患児に対する公的扶助の拡充など,

いずれもそれなりの進展がみられる。ところが,病院,施設に入っている者には

充分の教育の機会が与えられていないとか,逆に学校施設では充分の医療が供

給されていないなど,我が国においては,医療,教有,福祉の有機的結合は制度的

にも,また実態においても立遅れている面が多いといわざるを得ない。


